
まちなか空き家相談取次ぎ連携促進事業（大阪府不動産コンサルティング協会） 別添資料４

課題と目的 相談窓口に来ない・来れない空き家所有者等に対する「相談間口の拡大（啓発、接点づくり）」

取組内容 ①「流通性の低い空き家」を対象にした電話相談窓口「空き家相談ホットライン」を運営
②相談に来ない、来れない空き家所有者への「相談間口の拡大（啓発、接点づくり）」
③解決しなければならない課題の多様化に対応できる「相談の受け皿体制の拡充」

成果 ①電話相談対応手引書を作成、電話相談員を研修、空き家相談ホットラインの運営、
面談相談・出前相談を実施 ②取次支援ツールを作成、大阪市24区空き家相談窓口
や大阪市立住まい情報センター等と連携を構築 ③司法書士、弁護士等と連携を構築

取次支援ツールの作成・配布
「地域空き家予防ネットワーク」パンフ

■事業説明・協力要請
・地域包括支援センター
（西成区、阿倍野区、都島区）
・社会福祉士会、区役所、
社会福祉協議会

■取次ネットワークの情報提供
・10月15日 阿倍野区社会福祉

連絡会
・10月15日 北区 連合町会
・12月20日 阿倍野区 連合町会
・ 1月29日 旭区 連合町会
・ 2月20日 都島区、鶴見区、

城東区の連合町会

大阪市立住まい情報センター

電話相談「空き家相談ホットライン」
の運営と電話相談員研修

相談対応件数

取次ネットワーク構築事業セミナー＆相談会
●8月24日
大阪市福島区役所/此花区役所/港区役所

●9月28日
大阪市立住まい情報センター

●10月30日
阿倍野区老人福祉センター

●11月30日
大阪市都島区役所/東淀川区役所/旭区役所

月 件数 月 件数

8 16 12 8

9 25 1 8

10 16 2 11

11 11 合計 95

成年後見センター・リーガルサポート
との連携の模索

都島区・城東区・鶴見区に10,000部を配布、設置。回覧



事 業 名 称 まちなか空き家相談取次ぎ連携促進事業 

事 業 主 体 名 一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 

連 携 先 大阪市２４区空き家相談窓口 

対 象 地 域 大阪府大阪市 

事 業 の 特 徴 

・相談窓口に来ない・来れない空き家所有者に対する「相談窓口の拡大（啓発、

接点づくり）」 

・「流通性の低い空き家」に関する相談窓口の運営 

・空き家対策における課題の多様化に対応できる「相談の受け皿体制の拡充」 

成 果 

・電話相談対応手引書を用いた電話相談員研修 

・空き家相談ホットラインの運営と面談相談・出前相談の実施 

・取次支援ツール（「地域空き家予防ネットワーク」パンフ）の作成 

・大阪市 24 区空き家相談窓口や大阪市立住まい情報センター等との連携構築 

・司法書士、弁護士等との連携の構築・ 

成果の公表先 事業者ホームページ(http://oreca.jp/)に公表 

 

 

 

１．事業の背景と目的 

本事業者は、一昨年度より大阪市全域の「流通性の低い空き家」を対象にした電話相談窓口（空

き家相談ホットライン）の運営とその対策支援を大阪市と連携して実施している。本事業実施地

域の大阪市における住宅の空き家数は約 28 万戸（平成 25 年住宅・土地統計調査：以下同）に上

り、そのうち 7 万戸強が防火でない木造の一戸建て、長屋、共同住宅等であることから、これら

の空き家が相談の対象となる「流通性の低い空き家」となっている場合が多く見受けられる。さ

らに現在空き家ではなくても、近い将来空き家となる可能性の高い老朽化した木造住宅は、数多

く存在する。これら「流通性の低い空き家」は、地域の迷惑施設、危険施設となっているケース

が多く、「流通性の低い空き家」に特化した対策を推進することにより、地域に価値を高めるこ

とができると共に、所有者等のリスクやコストの負担を軽減することにもつながる。 

このような空き家に関する相談・対策支援の需用は広範囲にわたり、昨今、セミナー＆相談会

等のイベント型相談や窓口型相談が数多く開催されるようになってきた。しかし、イベント型相

談や窓口型相談に行けない相談希望者や、空き家に対する問題意識が低く相談に行かない空き家

所有者等は少なからず存在する。 

そこで、本事業では、空き家の所有者（いわゆる予備軍を含む）の身近で既に空き家所有者と

何らかの関係がある人や事業者、団体、専門職者等を「専門相談・対策支援窓口との取次ぎ者（も

しくは取次ぎ候補者）」と仮定し、それらの取次者に対して空き家に関する必要最低限の簡易知

識や情報を提供するなど、相談窓口の拡大（啓発、接点づくり）を行うことによって、相談窓口

等に来れない、来ない空き家所有者等の「潜在的相談者」の堀り起こしを行う。その一方で、専

門性の高い相談を円滑に対処できる専門家との分担や連携体制を構築するなど相談体制を拡充

する。 

これらの取組みを通じて、大阪市内の空き家対策をより一層促進していくことを目的とすると

共に、同種の課題に取り組もうとする団体等に、取組み内容を提供することにより、他地域での

空き家対策にも寄与することを目的とする。 

事業報告書（完了報告添付資料）記載様式 別添資料３ 



 

２．事業の内容 

 

（１）事業の概要と手順 

 交付決定（令和元年 8 月 5 日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進め

た。 

図－１ 取組みフロー図 

 

【フロー図】 

 

 

  

 



表－１ 役割分担表 

【役割分担表】 

 

取組 

内容 
具体的な内容 担当者（組織名） 業務内容 

相談対応 

④電話相談対応手引きの作成 教育事業 

これまで培ってきたノウハウや対応手

法を整理し、電話相談員に提供する

ための「電話相談対応の手引き」を作

成 

④研修等の実施 教育事業 
面談相談・出前相談対応のための相

談員研修を実施 

⑨空き家相談ホットライン プロジェクトチーム 体制整備、運営、検証等 

⑩面談相談・出前相談 事業推進（金森） 体制整備、運営、検証等 

⑧～⑪ＯＪＴの実施 プロジェクトチーム 
電話相談対応や面談対応のＯＪＴを実

施 

⑭相談対応品質の安定化 プロジェクトチーム 手法の検討と実務による検証 

取次支援 ⑥支援ツールの作成 教育事業 
空き家相談取次ネットワークの取次者

のための支援ツールを作成 

連携 

⑫諸団体との連携拡大と新規

開拓 

プロジェクトチーム 

広域交流（荻野） 

大阪市内各区の諸団体と連携を拡大

（連絡会議、意見聴取会の開催等）と

新たな連携者の開拓 

①大阪市２４区空き家相談窓

口との連携 

プロジェクトチーム 
相談対応における大阪市２４区空き家

相談窓口との連携 

大阪市２４区空き家相

談窓口 

相談者への「空き家相談ホットライン」

の紹介（同ホットラインでの相談が適

格と思われる場合） 

①大阪市立住まい情報センタ

ーとの連携 
教育事業（岡原） 

相談対応、セミナー、相談会等におけ

る連携 

⑤弁護士会、司法書士会等と

の連携 
プロジェクトチーム 

弁護士、司法書士等の専門家や専門

事業者が実施している相談窓口との

情報交換 

⑬その他空き家に利活用に関

わる専門事業者・諸団体との連

携 

広域交流 
相談対応における連携の可能性の検

討 

告知 
②、③チラシ作成・ホームぺー

ジ作成 
広報 

広報チラシの作成、ホームページでの

活動の広報 

成果物の

公表等 

④、⑤手引書、支援ツール等

の取りまとめ 
教育事業 手引書、支援ツールの作成 

⑥、⑦空き家相談取次ネットワ

ーク構築にかかる取りまとめ 
プロジェクトチーム 

空き家相談取次ネットワークの構築手

法に関するとりまとめ 

③ホームページによる公開準備 広報 公表資料の掲載 
 

 

 



表－２ 事業実施スケジュール表 

 

【進捗状況表】 

取組 

内容 
具体的な内容 

8 月 9 月 10

月 

11

月 

12

月 

1 月 2 月 3 月 

相談対応 

④電話や面談での相談対応に関する検討         

④研修等の実施  ●  ●   ●  

⑨空き家相談ホットライン         

⑩面談相談・出前相談         

⑧～⑪ＯＪＴの実施         

⑭相談対応品質の安定化の検討         

取次支援 ⑥支援ツールの作成         

連携 

⑫諸団体との連携拡大と新規開拓         

①大阪市２４区空き家相談窓口との連携         

①大阪市立住まい情報センターとの連携         

⑤弁護士会、司法書士会等との連携         

⑬その他空き家に利活用に関わる専門事

業者・諸団体との連携 
        

告知 ②、③チラシ作成・ホームぺージ作成         

成果物の

公表等 

④、⑤手引書、支援ツール等の取りまとめ         

⑥、⑦空き家相談取次ネットワーク構築に

かかる取りまとめ 
        

③ホームページによる公開準備・公開         

 

 

 

 

 



 

（２）事業の取組詳細 

 

１）空き家相談員の育成と空き家相談実務 

 

①相談対応に関する検討 

8/29、9/24、10/11、10/24、11/22、12/19、1/7 に開催した連絡会議の中で、計 7 回、電話対

応ならびに面談対応による空き家相談のために必要な項目やその対応方法等の検討を行った。 

 

②空き家相談員研修会の実施 

令和元年 9 月 28 日、11 月 14 日、令和 2 年 2 月 20 日に空き家相談員研修会を実施した。 

 

図－２ ホットラインチラシ     

③電話相談の実施 

令和元年 8 月 5 日より令和 2 年 2 月 28 日まで、電

話による空き家相談「空き家相談ホットライン」を実

施した。 

 

 ④面談相談・出前相談、セミナー相談会の実施 

  ⅰ）面談相談 

必要応じて適宜面談相談を実施した。 

 

ⅱ）大阪市３区合同空き家セミナー＆相談会 

8 月 24 日に開催された大阪市福島区役所/此花区

役所/港区役所の３区合同空き家セミナー＆相談

会に講師と相談員を派遣した。 

 

  ⅲ）大阪市３区合同空き家セミナー＆相談会 

11 月 30 日に開催された大阪市都島区役所/東淀 

 

川区役所/旭区役所の３区合同空き家セミナー＆相談会に講師と相談員を派遣した。 

 

ⅳ）出前セミナー＆相談会 

大阪市立住まい情報センターと連携し、空き家をテーマにした出前セミナーを募集したとこ

ろ、阿倍野区老人福祉センターから要請があり、10 月 30 日に出前セミナー＆相談会を開催

して講師と相談員を派遣した。 

図－３ 案内記事       写真－１ 出前セミナー＆相談会  

 

 

 

 



ⅴ）大阪市立住まい情報センターとのタイアップ事業セミナー＆相談会の実施 

大阪市立住まい情報センターとのタイアップ事業により、令和元年９月２８日に空き家セミ

ナー＆相談会を開催した。セミナーのタイトルは、平成３０年９月４日に大阪を通過した台

風２１号の被害が記憶に新しいことから、「備えあれば憂いのない空き家対策」とした。 

参加者 62 名、相談者 7 組。 

 

図－４ チラシ           写真－２ 出前セミナー＆相談会  

 

 

 

 

 

⑤相談対応ＯＪＴの実施 

  連絡会議の中で、相談票（相談の記録）の内容を確認するとともに相談員にヒアリングをし、

相談員の対応を検証した。 

 

 

⑥相談品質の安定化の検討 

  本事業を実施するにあたり、「相談対応品質の安定化が空き家問題の解決に重要であり、取次

ネットワークや電話相談、面談相談等ＴＰＯに応じた相談対応品質の安定化のための手法等を検

討し、実務において検証する。」ことを考え、8/29、9/24、10/11、10/24、11/22 の連絡会議にお

いて相談対応品質の安定化に関する検討を進めた。 

  相談対応品質の安定化とは、空き家相談を受けるにあたり、相談員の対応が常に一定のレベル

を保ち、かつ、相談員によるバラツキがない状態を想定している。例えば、同じ相談員でも、相

談を受けるシチュエーションや相談内容によって対応の質に差があったり、相談員によってレベ

ルの差があったりするようでは、安定した相談対応を提供することができない。 

 

そこで、まずは一定レベルの品質を保つために必要な項目を検討した。 



A) 相談者に寄り添う姿勢 

B) 必要な知識 

C) 最新の情報 

D) 豊富な経験 

E) 確実なヒアリング能力、調査能力 

F) 的確な整理と仕分け 

G) 適切な助言（選択肢の提示、メリット・デメリットの説明、支援先の紹介） 

H) 柔軟な問題解決支援（企画提案と事業連携） 

 

このような項目に基づく相談対応は、日常、コンサルティング実務に携わっている場合は難し

くないが、慣れていない場合、必ずしも身についているとは限らない。さらに、空き家相談の場

合、これに高い専門性が加わる。 

 

  次に、相談員によるバラツキをなくす手法を検討した。 

A) マニュアルの整備 

B) ロールプレイング研修 

C) ＯＪＴ研修 

D) 相談対応の見える化、報告 

E) 相談対応事例の共有と検証 

 

表－３ 相談品質の安定化に必要な項目、課題と手法 

A）相談者に寄り添う姿勢 

[考え方]相談員に寄り添う姿勢は大切で、相談対応の基本になる。しかし、「相談者の言うこ

とをなんでも聞く。」ことではないことに注意する。例えば、相談者が空き家の所有者である

場合に、所有者としての責任を果たそうとしない相談者とその責任を果たせない事情がある相

談者とでは、それら相談への対応は異なり、前者にあっては、リスク回避や損得勘定で心を動

かすような方法を用いて意識を変えるような働きかけが必要になる。こうした、相談者の意識

や感情に踏み込む相談対応は、安定した相談の範囲を超えた課題になる可能性が高い。 

[手 法]ＯＪＴ研修（相談対応票記載事項の確認とそれに基づく聞き取り、相談実務における

相談対応指導員の同席）・相談対応の見える化（複数相談員による相談対応、相談票の作成と

報告） 

B）必要な知識、C）最新の情報 

[考え方]相談対応に必要な知識の習得や最新の情報の取得は、相談員研修や相談員への情報提

供等を通じて行なうことができる。相談対応にあっては、これらの知識や情報を用いた相談へ

の助言や回答、問題解決への組み立てなどが重要であることから、相談対応品質の安定化にお

いては、E）F）G）のヒアリング能力と整理・仕訳能力、助言の適格性を含めた総合的な相談

能力を考慮する必要がある。 

[手 法]マニュアルの整備（マニュアルによる学習）、ロールプレイング研修（仮想相談者と

の相談対応）、相談対応事例の共有と検証（相談対応事例研修：資料作成時は、個人情報の保

護に注意すること。） 



D）豊富な経験 

[考え方]豊富な経験に基づく相談対応は、早期の問題解決や相談者へのメリットをもたらす可

能性が高い。しかし、経験に基づく相談員固有の特性が発揮されやすく、安定した相談品質と

は逆に作用してしまうことがある。したがって、豊富な経験を有する相談員は、「安定した相

談品質の提供」を目的とした相談対応が求められる場合はその意識を持つよう心がけるか、他

の相談員のサポートに回るような相談体制を組む必要がある。 

[手 法]各種研修、相談実務 

E) 確実なヒアリング能力・調査能力、F) 的確な整理と仕分け 

[考え方]ヒアリング能力や調査能力と的確な整理・仕分け能力は、相談品質の安定化と高品質

な相談対応のいずれにおいても重要な項目であるが、高いレベルでこれらの能力を達成し、維

持し続けることは容易ではない。例えば、ヒアリングにおいて、相談員は、相談票に記載され

ている確認項目の全てを相談者から聞き取るのではなく、相談票から相談対応に必要な項目を

抜粋して聞き取りをしたり、場合によっては相談票にない項目を相談者に確認したり、あるい

は、相談員が相談への助言・回答するために必要な情報を相談者以外から収集したりする。こ

れらの能力について、相談品質の安定化のための基準を定めることは難しい。そこで、これら

項目において相談品質の安定化を目指す場合、複数の相談員による相談対応の見える化の徹底

や、相談員により容易に情報収集、調査などを実施できるような環境の整備などが考えられる。 

[手 法]ロールプレイングやＯＪＴ研修、相談対応の見える化、相談対応事例の共有と検証 

G）適切な助言や回答（選択肢の提示、メリット・デメリットの説明、支援先の紹介） 

[考え方] 相談を的確に整理・分析した後、問題解決に向けた助言や相談者の質問への回答な

どを行うことになる。助言・回答の適正性は相談品質を高めることに直結し、相談品質の安定

化にあたっては、少なくとも誤った助言・回答で相談者をミスリードしないよう努める必要が

ある。 

[手 法] マニュアルによる学習、ロールプレイングやＯＪＴ研修、相談対応の見える化、相

談対応事例の共有と検証 

H）柔軟な問題解決支援（問題解決に至るための企画提案と事業連携） 

[考え方]G）の助言や回答と並行して問題解決に向けた企画提案等を行うことがある。ここで

の柔軟な問題解決支援は、安定した相談品質と相反する可能性が高く、この部分は、相談品質

の安定化と切り離して考えることが望ましい。 

[手 法] ロールプレイングやＯＪＴ研修、相談対応の見える化、相談対応事例の共有と検証 

 

これらの手法を実務で検証した結果、相談員が少人数の場合、ある一定のレベルの品質を保つ

ことは可能だが、相談員の数が増えるに従い、品質を保つために必要な時間と労力が増すことが

分かった。それと同時に、空き家相談のように専門性が求められる場合、「ある一定のレベル」

をどのレベルに設定するかという問題が生じることも判明した。また、レベルの高低にかかわら

ず、相談員による差は必ず生じ、特に相談対応のフェーズ３、４になると、どの相談員も、最も

レベルの高い相談員に頼る傾向が見られた。 

 



図－５ 相談対応のフェーズ 

 

 

以上を総合して、空き家相談に対して、問題解決支援に至るまで相談対応品質の安定化を保つ

ことは容易でないとの結論に達し、問題解決支援までの一貫した相談対応を重視する本事業の相

談対応では、相談対応品質の安定化を採用しないこととした。 

ただし、相談員派遣等で相談対応の範囲を「フェーズ２まで」と限定する場合など、表３の課

題等を参考にすることによって相談対応品質の安定化を採用することは可能である。 

 

 

 ２）空き家相談取次ぎネットワークの構築に対する取組 

   

①事業説明、協力要請 

令和元年９月５日、１１月６日に阿倍野区役所を訪問して、市の担当者に空き家相談取次ぎ

ネットワーク構築に関する事業説明と福祉団体や自治会への紹介を依頼した。また、西成区、

阿倍野区、都島区の地域包括支援センターや社会福祉士会、各区役所、社会福祉協議会など

を訪問し、事業説明機会の提供を依頼した。 

 

②取次ぎネットワークの情報提供 

次のように、各団体の集会で時間を割いてもらい、空き家相談取次ぎネットワークの情報提

供を行った。 

表－４ 情報提供              写真－３ 説明会 

実施日 情報提供先 

 

１０月１５日 阿倍野区社会福祉連絡会 

１０月１５日 北区連合町会 

１２月２０日 阿倍野区連合町会 

 １月２９日 旭区連合町会 

 ２月２０日 都島区連合町会 

 ２月２０日 鶴見区連合町会 

 ２月２０日 城東区連合町会 



 

図－６ 説明会資料 

   

   

 

 

③取次ぎ支援ツール 

   取次ぎネットワークの情報提供を基礎資料にし、取次ぎ支援ツール「地域空き家予ネットワ

ーク」を作成し、配布した。 

 

 ３）連携の構築 

 

①諸団体との連携拡大と新規開拓 

  空き家相談において、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとの連携を模索した

が、 現在まで連携に至っていない。 

 

 ②大阪市２４区空き家相談窓口、大阪市立住まい情報センターとの連携 

   

ⅰ）空き家相談において、大阪市２４区空き家相談窓口や大阪市都市計画局建築指導部との連

携は、今年度も良好に維持できた。また、取次ネットワーク構築事業においては、阿倍野区、

北区、都島区、城東区、鶴見区などから大きな協力を得ることができた。 

 

  ⅱ）大阪市立住まい情報センターとは、タイアップセミナー、出前相談を連携して実施してい

るほか、住まいの相談について紹介を受けた相談者からの相談も増えている。 

 

 ③弁護士会、司法書士会との連携 

 

ⅰ）大阪弁護士会との連携により、大阪弁護士会の空き家無料電話相談の詳しい情報を得るこ

とができた。相談の仕組みや利用方法を理解しておくことにより、弁護士に相談する適切な

タイミングがわかり、相談対応の充実につなげることができた。 

 



図－７ 大阪弁護士会空家無料電話相談の案内 

 

  

  ⅱ）空き家相談に必要不可欠な相続人調査や相続登記等については、紹介する司法書士を確保

することができたが、司法書士会との相談に関する情報提供、研究会の開催には至っていな

い。 

 

 ④その他空き家の利活用に関わる専門事業者・諸団体との連携 

   

  インスペクションに関連して建築士会との連携が進んだ。 

 

（３）成果 

 

１）「大阪の空き家相談ホットライン」電話相談の手引き 

   電話相談員の増員を行うため、「『大阪の空き家相談ホットライン』電話相談の手引き」を

作成し、既存の「空き家相談対応マニュアル」と合わせて電話相談員研修に使用した。 

図－８ 電話相談の手引き     

①「電話相談の手引き」の構成 

 ・確認事項 

 ・相談員の基礎知識 

 ・転送電話の設定 

 ・電話相談 

 ・電話相談受付票 

 ・大阪市の空き家対策 

 ・大阪市２４区空き家相談窓口一覧表 

 ・大阪の住まい活性化フォーラム相談窓口一覧表 

 ・大阪弁護士会空家無料電話相談チラシ 

 ・借地権付建物に関する空き家相談対応 

 ・大阪市の補助制度 

 

②「電話相談の手引き」の特長 

大阪市内の空き家に特化して作成したことから、地

域の空き家の特性に対応できる基礎知識を盛り込ん

だ。 

 



２）取次ぎ支援ツールの作成と配布 

   取次ぎ支援ツール「地域空き家予防ネットワーク」パンフレットを作成し、取次ぎ想定者と

なる都島区・城東区・鶴見区の自治会（地域連合町会）に 10,000 部を配布した。 

 

図－９ 取次ぎ支援ツール「地域空き家予防ネットワーク」パンフレット 

 

 

 



   「地域空き家予防ネットワーク」パンフレットは、地域の団体への取り次ぎ支援の情報提供・

説明会での配布資料をもとに作成したが、説明会を要せず「地域の人が手に取って見てわかる」

内容にすることを心がけた。 

 

３）空き家相談 

   本事業期間中の空き家相談件数は、次のとおりであった。 

 

       表－５ 空き家相談件数 

月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計 

件数 １６件 ２５件 １６件 １１件 ８件 ８件 １１件 ９５件 

 

３．評価と課題 

 

１）空き家相談・電話相談員の育成 

『「大阪の空き家相談ホットライン」電話相談の手引き』を活用し、空き家相談員研修の実施

とＯＪＴ研修も実施することで、４名の電話相談員と２名の事務職員が空き家相談ホットライン

に対応し、面談対応や個別の問題解決サポートを担う者を含め、継続的に空き家相談を実施でき

る環境が整備できた。 

一方、電話相談にあっては、一度の相談ではなく複数回の相談対応を行うことも必要になるこ

とから、電話相談員や事務職員間の情報の共有、データ管理などが課題となった。また、相談対

応品質の安定化と相談員の対応能力のレベルアップに関しても、検証を繰り返しながら、最適な

仕組みを構築していくことが課題となった。 

 

２）連携の構築 

大阪市ならびに大阪市 24 区空き家相談窓口と大阪市立住まい情報センターとの協力のもと、

空き家相談、セミナー＆相談会の開催、地域への取次ぎネットワークの説明会などは、充実した

取組みとなった。また、弁護士会、司法書士会をはじめ、専門事業者や諸団体との連携により、

それぞれの空き家に対する取組内容も知ることができ、連携のタイミングなどの判断材料を蓄積

することができた。 

一方で、連携が有益だと想定していた団体との連携が進まなかったり、想定していたほど連携

の有益性がなかったりしたケースもみられた。今後は連携先の精査や効果的な連携の形を模索し

ながら、空き家相談対応の質を高めていくことが課題となった。 

 

３）取次ぎネットワーク 

さまざまなカテゴリーの団体等へアプローチすることで、各々の団体の取組や熱意、地域性な

ど、これまでの関わり方では知ることのできなかった取次ぎネットワークとしての可能性を感じ

ることができた。また、取次ネットワーク関係は、既に大阪市 24 区の空き家相談窓口の約半数

との間で実践できるようになった。今後、この取組みを継続していくことで、取次ぎネットワー

クの構築、そして地域の空き家予防に貢献できると確信している。 

一方、取次ぎネットワークの取組は、その効果が表れるまで時間がかかることが予想される。

本事業では、今回都島区、城東区、鶴見区の自治会（連合町会）を中心に、取次ぎ支援ツール「地

域空き家予防ネットワーク」パンフレットを配布し、取次想定者からの問合せまではあったが、

実際の空き家相談にまでは至っていない。また、今年度事業では、福祉関係先（地域包括支援セ



ンターや社会福祉協議会）へのアプローチが実を結んでおらず、今後の課題となった。 

 

４．今後の展開 

 

空き家対策において、近年、予防の意義が大きく取り上げられるようになってきた。予防が空

き家対策の重要な課題の一つであることは否定しないが、予防と目の前の空き家問題解決を一体

的に取組む総合的な空き家対策が求められる。 

その意味において、取次ネットワークの構築のような潜在的な空き家相談者を顕在化させるこ

とは重要な空き家対策の一つといえることから、今年度事業の継続と拡大について、次のように

展開したいと考えている。 

 

１）相談体制の整備 

電話相談「大阪の空き家相談ホットライン」を中心にした空き家相談体制を継続するとともに、

相談対応時間を平日のみから土日祝対応にするなど、体制の拡大を検討する。また、電話相談員

や受付担当者間の連絡、情報共有の機会を密にし、電話相談員やその他相談員に対する様々な研

修等を通じて相談体制を拡充する。 

 

２）連携の拡大 

既存の連携先との連携について、より効果的な連携方法や情報共有の仕方などについて再検討

し、そこで得た結果からより良い連携の企画提案をし、レベルアップを図る。 

また、今年度で連携が進まなかった団体のうち連携の有益性が見込める団体等に対してより積

極的なアプローチをしていく。 

 

３）取次ネットワークの拡大 

取次ぎネットワークの取組は途に就いたばかりであり、ネットワークの対象となる地域の拡大

や団体種別の拡充が必要となる。また、想定する取次者に応じて、理解しやすく心に響く説明も

重要なポイントになる。 

引き続き空き家相談取次ネットワークの構築に取り組み、実践を重ねながらその検証等を通じ

て、より良い取次ネットワークの体制の構築とノウハウの蓄積を行っていきたい。 

 

４）その他の取組 

本年度の事業で得た「空き家相談ホットライン」や「空き家相談取り次ぎネットワーク」のノ

ウハウは、空き家対策にこれらの取組の採用を検討する諸団体に提供するとともに、そこでの情

報交換などを通じた対応能力の向上等により、空き家問題解決に寄与する。 
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